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○福岡県災害対策本部規程                      

（平成４年１０月２３日） 

（福岡県災害対策本部規程第１号） 

改正 平成 ６年 ４月２７日 

平成 ８年 ７月１５日 

平成１０年 １月１４日 

平成１０年 ９月 ７日 

平成１２年 ２月２３日 

平成１３年 ３月 ９日 

平成１４年 ４月１２日 

平成１４年１０月３０日 

平成１５年 ３月 ５日 

平成１６年１１月１０日 

平成１９年 ６月２２日 

平成２０年 ７月 ７日 

平成２２年 ６月 ２日 

平成２５年 ８月 ６日 

 平成２６年 ７月２５日 

平成２７年１１月 ６日 

平成２８年 ４月１９日 

平成２９年 ４月１４日 

平成３０年 ４月１３日 

令和 元年１２月 ６日 

令和 ２年 ３月３１日 

令和 ３年 ３月３１日 

令和 ４年 ３月３１日 

令和 ５年 ３月３１日 

令和 ６年 ３月３１日 

令和 ７年 ３月３１日 

令和 ８年 ３月３１日 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、福岡県災害対策本部条例（昭和三十七年福岡県条例第六十一号）第

五条の規定に基づき、福岡県災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（本部の位置） 

第二条 本部は、福岡県庁内に置く。ただし、福岡県庁が被災により使用できないとき

は、福岡県地域防災計画の定めるところにより、次の順位により他の県の庁舎内に本部

を置くものとする。 
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一 福岡県吉塚合同庁舎 

二 福岡県福岡西総合庁舎 

三 福岡県八幡総合庁舎 

 

（副本部長及び本部員） 

第三条 福岡県災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副知事をもって充て

る。 

２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、各部の部長（福岡県水防計画に基づ

き水防本部が設置された場合における水防本部の水防長を含む。）、会計管理局長、企

業管理者、教育長、警察本部長及び総務部防災危機管理局長をもって充てる。 

 

（本部会議及び総合指令部の設置） 

第四条 本部に本部会議及び総合指令部を置く。 

 

（本部会議） 

第五条 本部会議は、災害に関する応急対策（以下「災害応急対策」という。）の基本的

事項について協議決定する。 

２ 本部会議は、福岡県災害対策本部長（以下「本部長」という。）、副本部長及び本部

員をもって構成する。 

３ 本部会議は、必要のつど本部長が招集する。 

 

（総合指令部） 

第六条 総合司令部は、本部長が主宰して重要な災害応急対策のうち緊急に処理すべき個

別的事項について迅速に意思決定し、本部員又は第八条第四項の規定に定める総合指令

部付各班に対処措置を指示する。 

２ 総合指令部は、本部長、副本部長、総務部長及び総務部防災危機管理局長をもって構

成する。 

 

（本部組織） 

第七条 本部に次に掲げる部を置く。 

一 総務部 
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二 政策企画部 

三 市町村・地域振興部 

四 人材育成・活躍推進部 

五 保健医療介護部 

六 福祉こども政策部 

七 環境部 

八 商工部 

九 農林水産部 

十 県土整備部 

十一 建築都市部 

十二 会計管理部 

十三 企業部 

十四 教育部 

十五 公安部 

２ 部に副部長を置き、副部長は部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

３ 部長及び副部長は、それぞれ別表第一の当該欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 部に別表第二に掲げる班を置き、部の事務を分掌する。 

５ 班に班長及び班員を置き、班長には、別表第二に掲げる課（室）長を充て、班員には

班長の所属する課（室）に勤務する職員をもって充てる。 

６ 班長は部長の命を受けて班の事務（以下「班務」という。）を処理し、班員は、班長

の命を受けて班務に従事する。 

７ 公安部の班、班長及び班員については、公安部長が別に定める。 

 

（総合指令部付各班） 

第八条 総合指令部に、部付の班として、総括班及び広報班を置く。 

２ 前項に定める各班のほか、災害に機動的に対処するため、総合指令部に緊急初動班、

災害対策現地情報連絡班及び災害時緊急派遣チームを置くものとする。 

３ 本部長は、前二項に定める各班のほか、必要があると認めるときは、総合指令部に災

害情報センター、災害ボランティア班、被災者支援チーム及び臨時の班を置くことがで

きる。 
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４ 総務部長は、総括班、広報班、緊急初動班、災害対策情報連絡班、災害時緊急派遣チ

ーム、災害情報センター、災害ボランティア班、被災者支援チーム及び臨時の班（以下

「総合指令部付各班」という。）の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

５ 総合指令部付各班に班長及び班員を置き、総括班長及び広報班長には別表第二に掲げ

る課長を、班員には両班長の所属する課（総括班については、防災危機管理局）に勤務

する職員をもって充て、緊急初動班、災害対策情報連絡班、災害時緊急派遣チーム、災

害情報センター、災害ボランティア班、被災者支援チーム及び臨時の班の班長及び班員

には本部長が指名する職員をもって充てる。 

６ 本部長は、前条第五項及び前項の規定にかかわらず、必要に応じて、総括班の班員

に、前項に規定する職員のほか、当該班長の所属する課以外の課に勤務する職員を充て

ることができる。 

７ 班長は総務部長の命を受けて班務を処理し、班員は班長の命を受けて班務に従事す

る。 

 

第九条 削除 

 

（部及び班の分掌事務） 

第十条 部並びに第七条第四項及び第八条第一項から第三項までに定める班の分掌事務

は、別表第三に定めるところによる。ただし、公安部の班の分掌事務は、公安部長が別

に定める。 

２ 本部長が必要があると認めるときは、前項に定める部及び班の分掌事務を臨時に変更

し、部及び班に新たな事務を所掌させ、又は臨時の部及び班を置くことができる。 

３ 本部長は、第八条第三項及び前項に定める措置を講じた場合で必要と認めるときは、

その旨を各部長に通知するなど、当該事務の円滑な遂行に支障が生じないようにするも

のとする。 

 

（現地災害対策本部） 

第十条の二 福岡県現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、災害地における

情報の収集及び伝達並びに関係機関との連絡調整その他災害応急対策の迅速確実な実施

を図る。 

２ 現地本部は、災害地に所在する県の庁舎内その他本部長が適当と認める場所に置く。 
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３ 現地災害対策本部長（以下「現地本部長」という。）には、副本部長及び本部員のう

ちから本部長が指名する者をもって充てる。 

４ 現地災害対策本部員（以下「現地本部員」という。）には、本部副部長及び本部班長

のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

５ 現地本部の事務を処理するため、必要に応じ、現地本部に班を設け、班に班長及び班

員を置くことができる。 

６ 班長には、現地本部員を充て、班員には班長の所属する部課に勤務する職員その他の

職員をもって充てる。 

７ 本部長は、必要と認めるときは、現地本部長及び現地本部員に第三項及び第四項に規

定する職員以外の職員を臨時に充て、又は現地本部に第五項に規定する職以外の職を設

けることができる。 

 

（地方組織） 

第十一条 本部長は、地方における災害応急対策の迅速確実な実施を図るため、県の農林

事務所内に、福岡県災害対策地方本部（以下「地方本部」という。）を、県の保健福祉

環境事務所内に保健福祉環境班を、県の保健福祉事務所に保健福祉班を、県の県土整備

事務所内、港務所内及び流域下水道事務所内に県土整備建築班をそれぞれ設置すること

ができる。 

 

（地方本部の名称、管轄区域及び組織等） 

第十二条 地方本部の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。 

名称 管轄区域 

福岡県災害対策福岡地方本部 福岡県福岡農林事務所の管轄区域 

福岡県災害対策両筑地方本部 福岡県朝倉農林事務所の管轄区域 

福岡県災害対策北九州地方本部 福岡県八幡農林事務所の管轄区域 

福岡県災害対策筑豊地方本部 福岡県飯塚農林事務所の管轄区域 

福岡県災害対策筑後地方本部 福岡県筑後農林事務所の管轄区域 

福岡県災害対策京築地方本部 福岡県行橋農林事務所の管轄区域 

２ 地方本部に地方本部長を置き、地方本部の管轄区域を所管する農林事務所長をもって

充てる。 

３ 地方本部長は、総務部長の命を受けて、管轄区域内における災害応急対策事務を処理
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するものとする。ただし、次項に定める農林班の事務分掌については、関係する本部の

部長の命を受けて処理するものとする。 

４ 地方本部に総括班及び農林班を設け、班に班長及び班員を置く。 

５ 班長には、地方本部長が指名する職員を充て、班員には、班長の所属する出先機関の

職員をもって充てる。 

６ 班長は、地方本部長の命を受けて班務を処理し、班員は、班長の命を受けて班務に従

事するものとする。 

７ 地方本部の事務分掌は、別表第四の定めるところによる。 

８ 地方本部長は、緊急を要する場合には、総括班の事務分掌を農林班の事務分掌に優先

して処理しなければならない。 

９ 地方本部長は、必要があると認めるときは、前項に定める班のほか臨時の班を置き、

分掌事務を臨時的に変更し、又は新たな事務を所掌させることができる。 

10 地方本部長は、前項の規定による措置を講じたときは、速やかに総務部長に報告しな

ければならない。 

 

（保健福祉環境班、保健福祉班及び県土整備建築班の名称、管轄区域及び組織等） 

第十二条の二 保健福祉環境班、保健福祉班及び県土整備建築班（以下、「出先機関各

班」という。）の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。 

名称 管轄区域 

筑紫保健福祉環境班 福岡県筑紫保健福祉環境事務所の管轄区域 

粕屋保健福祉班 福岡県粕屋保健福祉事務所の管轄区域 

糸島保健福祉班 福岡県糸島保健福祉事務所の管轄区域 

宗像・遠賀保健福祉環境班 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所の管轄区域 

嘉穂・鞍手保健福祉環境班 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所の管轄区域 

田川保健福祉班 福岡県田川保健福祉事務所の管轄区域 

北筑後保健福祉環境班 福岡県北筑後保健福祉環境事務所の管轄区域 

南筑後保健福祉環境班 福岡県南筑後保健福祉環境事務所の管轄区域 

京築保健福祉環境班 福岡県京築保健福祉環境事務所の管轄区域 

福岡県土整備建築班 福岡県福岡県土整備事務所の管轄区域 

久留米県土整備建築班 福岡県久留米県土整備事務所の管轄区域 

南筑後県土整備建築班 福岡県南筑後県土整備事務所の管轄区域 
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直方県土整備建築班 福岡県直方県土整備事務所の管轄区域 

京築県土整備建築班 福岡県京築県土整備事務所の管轄区域 

朝倉県土整備建築班 福岡県朝倉県土整備事務所の管轄区域 

八女県土整備建築班 福岡県八女県土整備事務所の管轄区域 

北九州県土整備建築班 福岡県北九州県土整備事務所の管轄区域 

田川県土整備建築班 福岡県田川県土整備事務所の管轄区域 

飯塚県土整備建築班 福岡県飯塚県土整備事務所の管轄区域 

那珂県土整備建築班 福岡県那珂県土整備事務所の管轄区域 

苅田港務県土整備建築班 福岡県苅田港務所の管轄区域 

流域下水道県土整備建築班 福岡県流域下水道事務所の管轄区域 

２ 班長には、当該事務所の長を充て、班員には、班長の所属する出先機関の職員をもっ

て充てる。 

３ 班長は、関係する本部の部長の命を受けて、管轄区域内における災害応急対策事務を

処理し、班員は、班長の命を受けて班務に従事するものとする。 

４ 各班の事務分掌は、別表第四に定めるところによる。 

 

（本部、地方本部、出先機関各班、緊急初動班及び災害対策現地情報連絡班の設置基

準） 

第十二条の三 本部長は、次に掲げる場合には本部並びに該当する地域内の地方本部（た

だし、第四号に該当する場合には全ての地方本部）及び出先機関各班を設置する。 

一 福岡県内に大雨特別警報又は土砂災害特別警報が発表されたとき。 

二 福岡県内に大雨危険警報又は土砂災害危険警報が発表された場合で、気象庁及び福

岡県が県内に設置した雨量観測局（福岡県災害対策本部運営要綱（以下「本部運営要

綱」という。）に定める山間部に設置された雨量観測局を除く。以下「雨量観測局」

という。）において観測された直近の二十四時間雨量が二百五十ミリを超え、かつ、

直近の一時間雨量が七十ミリを超えたとき。 

三 第一号及び第二号に該当しない場合であっても、大雨、洪水、暴風、高潮等により

既に相当程度の人的被害、家屋被害等が発生し、又は今後の気象見通し等によりその

発生が予想される場合で、災害対策上必要と認めるとき。 

四 福岡県内に震度五強以上の地震が発生したとき。 

五 福岡県内に大津波警報が発表されたとき。 
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六 その他前後の気象状況、災害発生状況、突発的災害の発生等により、特に必要と認

めたとき。 

２ 本部長は、前項に該当する場合には、緊急初動班を設置することができる。 

３ 本部長は、必要に応じ、災害対策現地情報連絡班を設置する。 

 

（本部、地方本部及び出先機関各班の廃止） 

第十二条の四 本部長は、次に掲げる場合には本部並びに該当する地域内の地方本部及び

出先機関各班を廃止する。 

一 警報等の解除により、災害発生のおそれが解消したと認められるとき。 

二 災害応急対策が完了したとき。 

２ 本部長は、その業務の必要性がなくなったと認めた場合には、緊急初動班又は災害対

策現地情報連絡班を廃止する。 

 

（配備） 

第十三条 本部長は、発生した災害又は発生が予想される災害の規模に応じて、第一配備

から第四配備までのうち適当な配備の規模を決定し、本部、地方本部及び出先機関各班

を設置し、又は設置後において当該配備の規模を変更する。 

２ 本部長は、配備の規模を決定し、又は変更したときは、直ちに各部長及び地方本部長

並びに出先機関各班の班長に当該配備の規模を指示する。 

３ 本部長は、配備の規模によらず、災害の状況に応じて本部、地方本部、出先機関各班

のうち必要な班の配備を指示することができる。 

 

（配備要員及び連絡員） 

第十四条 各班の配備要員は、総括班、広報班、緊急初動班及び災害対策現地情報連絡班

にあっては総務部長その他の班にあっては部長が、地方本部にあっては地方本部長が、

出先機関各班にあっては班長が、配備の規模に応じて別表第五に定める人員を、あらか

じめ指名しておかなければならない。 

２ 地方本部長は、前項に定める配備要員のうちから、地震及び津波に係る災害が発生

し、又は発生する恐れがあると認められる場合において緊急に配備すべき者を、あらか

じめ定めておかなければならない。 

３ 部長は、総合指令部及び各部との緊密な連絡を保持するため、別表第六に定める連絡
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員を置き、常時連絡が可能な体制を確保する。 

４ 配備要員は、常に所在を明らかにし、通信、報道機関等により災害の発生を知ったと

き又は発生が予想されるときは、速やかに所属班長の指示を受けるものとする。 

５ 班長（教育部及び公安部の班を除く。）は、配備要員名簿（様式第一号）を毎年四月

一日に作成しておかなければならない。 

６ 部長（教育部長及び公安部長を除く。）、地方本部長及び出先機関各班の班長は、本

部長から配備の規模について指示を受け、配備要員を配備したときは、配備後直ちに電

話報告し、事後速やかに配備報告（様式第二号）により本部長あて報告するものとす

る。 

７ 総合指令部、各部（教育部及び公安部を除く。）、各地方本部及び出先機関各班の班

長は、班に配備要員従事記録（様式第三号）を備え、配備要員の実働状況を把握するも

のとする。 

 

（災害状況等の報告） 

第十五条 災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要等については、福岡県災害調

査報告実施要綱その他別に定める所により、遅滞なく報告しなければならない。 

 

（その他の事項） 

第十六条 この規程に定める事務を処理するに当たっては、原則として他のすべての事務

に優先して迅速的確に処理するとともに、関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調

整を図らなければならない。 

 

第十七条 災害救助法、消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）、水防法（昭和二十四

年法律第百九十三号）、その他の法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令

の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。 

 

第十八条 削除 

 

第十九条 この規程により処理した事項についての残務整理については、本部にあっては

部長の職にあった者、地方本部にあっては地方本部長の職にあった者、出先機関各班に

あっては班長の職にあった者がこれに当たり、関係事績等を保管するものとする。 
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第二十条 削除 

 

（警戒本部及び警戒地方本部の設置基準） 

第二十一条 本部長は、次に掲げる場合には、福岡県災害警戒本部（以下「警戒本部」と

いう。）及び該当する地域内の福岡県災害警戒地方本部（以下「警戒地方本部」とい

う。）を設置する。 

一 福岡県内に大雨警報又は土砂災害警報が発表されたとき。 

二 前号に該当しない場合であっても、福岡県内に暴風、高潮等の警報が発表され、既

に人的被害、家屋被害等が発生し、又は今後の気象見通し等によりその発生が予想さ

れるとき。 

三 福岡県内に震度五弱の地震が発生したとき。 

四 福岡県内に津波注意報又は津波警報が発表されたとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、その前後の気象状況、災害発生状況、突発的災害の発

生等により、特に必要と認めたとき。 

２ 本部長は、前項第三号、第四号及び第五号に該当する場合には、緊急初動班を設置す

ることができる。（前項第四号の津波注意報を除く。） 

 

（警戒本部） 

第二十二条 警戒本部は、災害に関する情報を収集し、及び関係行政機関との連絡調整を

図るものとする。 

２ 警戒本部に本部長（以下「警戒本部長」という。）及び副本部長（以下「警戒副本部

長」という。）を置き、警戒本部長には総務部防災危機管理局長を、警戒副本部長には

総務部防災危機管理局危機管理課長及び総務部防災危機管理局防災危機管理専門監をも

って充てる。 

３ 警戒副本部長は、警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

４ 警戒本部に別表第七に掲げる班を置き、班長には同表に掲げる課長を充て、班員には

班長の所属する課に勤務する職員をもって充てる。 

５ 前項に定める各班のほか、地震及び津波に係る災害に機動的に対処するため、警戒本

部に緊急初動班を置き、班長及び班員には総務部防災危機管理局長が指名する職員をも



11 

って充てる。 

６ 警戒本部長は、前二項に定める班のほか、必要があると認めるときは、警戒本部に臨

時の班を置くことができる。 

７ 班長（第五項に規定する緊急初動班の班長を除く。）は、別表第八に定める配備要員

を、あらかじめ指名しておかなければならない。 

８ 班長は、警戒本部長の命を受けて、その指示された事務を処理し、班員は、班長の命

を受けて事務に従事する。 

９ 各班の事務分掌に関して必要な事項は、別表第九に定めるところによる。 

 

（警戒地方本部） 

第二十三条 警戒地方本部の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。 

名称 管轄区域 

福岡県災害警戒福岡地方本部 福岡県福岡農林事務所の管轄区域 

福岡県災害警戒両筑地方本部 福岡県朝倉農林事務所の管轄区域 

福岡県災害警戒北九州地方本部 福岡県八幡農林事務所の管轄区域 

福岡県災害警戒筑豊地方本部 福岡県飯塚農林事務所の管轄区域 

福岡県災害警戒筑後地方本部 福岡県筑後農林事務所の管轄区域 

福岡県災害警戒京築地方本部 福岡県行橋農林事務所の管轄区域 

２ 警戒地方本部に警戒地方本部長を置き、警戒地方本部の管轄区域を所管する農林事務

所長をもって充てる。 

３ 警戒地方本部長は、総務部防災危機管理局長の命を受けて、管轄区域内における被害

等に関する情報の収集・伝達事務を処理するものとする。 

４ 警戒地方本部に、別表第十に掲げる班を置き、班長及び班員には警戒地方本部長の所

属する農林事務所の職員の中から、警戒地方本部長が指名する職員をもって充てる。 

５ 班長は、別表第十に定める配備要員を、あらかじめ指名しておかなければならない。 

６ 地方本部長は、前項に定める配備要員のうちから、地震及び津波に係る災害が発生

し、又は発生する恐れがあると認められる場合において緊急に配備すべき者を、あらか

じめ定めておかねばならない。 

７ 班長は、警戒地方本部長の命を受けて、その指示された事務を処理し、班員は、班長

の命を受けて事務に従事する。 

８ 警戒地方本部の事務分掌に関して必要な事項は、別表第十一の定めるところによる。 
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（警戒本部及び警戒地方本部の廃止） 

第二十四条 本部長は、次に掲げる場合には、警戒本部及び該当する地域の警戒地方本部

を廃止する。 

一 本部及び地方本部に移行したとき。 

二 警報等の解除により、災害発生のおそれが解消したと認められるとき。 

三 災害応急対策が終了したとき。 

２ 本部長は、その業務の必要性がなくなったと認めた場合には、緊急初動班を廃止す

る。 

 

（福岡県災害対策本部運営要綱等への委任） 

第二十五条 この規程に定めるもののほか、本部及び警戒本部の運営について必要な事項

は、本部運営要綱の定めるところによる。 

２ この規程及び本部運営要綱に定めるもののほか、各部、各地方本部、警戒本部及び警

戒地方本部の運営について必要な事項は、当該部長、当該地方本部長、総務部防災危機

管理局長及び当該警戒地方本部長がそれぞれ定める。 

 

（福岡県災害警戒準備室） 

第二十六条 本部長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、

その災害の程度が災害警戒本部を設置するに至らないときは、必要に応じて福岡県災害

警戒準備室（以下「準備室」という。）を設置することができる。 

 

附 則 

この規程は、令和八年四月一日から施行する。 

ただし、第十二条の三第一項第一号及び第二号並びに第二十一条第一項第一号の改正規

定は気象業務法及び水防法の一部を改正する法律（令和７年法律第８６号）中当該規定の

改正に係る部分の施行の日から施行する。 
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別表第一（第七条関係） 

部名 部長 副部長 

総務部 総務部長 総務部次長 

防災危機管理局長 

政策企画部 政策企画部長 政策企画部次長 

国際局長 

市町村・地域振興部 市町村・地域振興部長 市町村・地域振興部次長 

市町村連携推進監 

空港・交通政策局長 

文化局長 

人材育成・活躍推進

部 

人材育成・活躍推進部長 人材育成・活躍推進部次長 

労働政策局長 

私学振興・青少年育成局長 

スポーツ局長 

保健医療介護部 保健医療介護部長 保健医療介護部次長 

医監 

福祉こども政策部 福祉こども政策部長 福祉こども政策部次長 

人権・同和対策局長 

環境部 環境部長 環境部次長 

商工部 商工部長 商工部次長 

中小企業振興局長 

観光局長 

農林水産部 農林水産部長 農林水産部次長 

水産局長 

県土整備部 県土整備部長 県土整備部次長（兼水資源対策長） 

県土整備部次長 

建築都市部 建築都市部長 建築都市部次長 

会計管理部 会計管理局長 会計管理局会計課長 

企業部 企業管理者 企業局長 

教育部 教育長 副教育長 
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公安部 警察本部長 警備部長 

注 副部長が二人以上ある部において、部長に事故があるとき又は部長が欠けたとき

は、あらかじめ部長が指名する者が部長の職務を代理する。 

別表第二（第七条、第八条関係） 

名称 班名 班長 

総合司令部 総括班 危機管理課長 

広報班 広報課長 

総務部 行政マネジメント班 行政マネジメント課長 

法務・県民情報班 法務・県民情報課長 

人事班 人事課長 

財政班 財政課長 

税務班 税務課長 

財産活用班 財産活用課長 

総務事務厚生班 総務事務厚生課長 

統計班 統計課長 

政策企画部 秘書・政策班 秘書・政策室長 

企画総務班 企画総務課長 

デジタル戦略推進班 デジタル戦略推進課長 

国際局 国際政策班 国際政策課長 

国際交流班 国際交流課長 

東京連絡班 東京事務所長 

市町村・地域振興部 地域振興総務班 地域振興総務課長 

市町村政策支援班 市町村政策支援課長 

市町村行財政支援班 市町村行財政支援課長 

生活安全班 生活安全課長 

空港・交通政

策局 

空港政策班 空港政策課長 

空港事業班 空港事業課長 

交通政策班 交通政策課長 

文化局 文化政策班 文化政策課長 

九博・世界遺

産・文化施設

班 

九博・世界遺産・文化施設課長 
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人材育成・活躍推進

部 

人材活躍・労働総務班 人材活躍・労働総務課長 

男女共同参画推進班 男女共同参画推進課長 

女性活躍推進班 女性活躍推進課長 

労働政策局 就業支援班 就業支援課長 

職業能力開発

班 

職業能力開発課長 

私学振興・青

少年育成局 

青少年政策班 青少年政策課長 

私学振興班 私学振興課長 

青少年育成班 青少年育成課長 

スポーツ局 スポーツ企画

班 

スポーツ企画課長 

スポーツ振興

班 

スポーツ推進課長 

保健医療介護部 保健医療介護総務班 保健医療介護総務課長 

ワンヘルス総合推進班 ワンヘルス総合推進課長 

健康増進班 健康増進課長 

がん感染症疾病対策班 がん感染症疾病対策課長 

生活衛生班 生活衛生課長 

医療指導班 医療指導課長 

薬務班 薬務課長 

医療保険班 医療保険課長 

高齢者地域包括ケア推進班 高齢者地域包括ケア推進課長 

介護保険班 介護保険課長 

福祉こども政策部 福祉総務班 福祉総務課長 

こども未来班 こども未来課長 

子育て支援班 子育て支援課長 

こども福祉班 こども福祉課長 

障がい福祉班 障がい福祉課長 

保護・援護班 保護・援護課長 

人権・同和対 調整班 調整課長 
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策局 

環境部 環境政策班 環境政策課長 

水・大気環境班 水・大気環境課長 

脱炭素社会推進班 脱炭素社会推進課長 

循環型社会推進班 循環型社会推進課長 

廃棄物対策班 廃棄物対策課長 

産業廃棄物監視指導班 産業廃棄物監視指導課長 

自然環境班 自然環境課長 

商工部 商工政策班 商工政策課長 

スタートアップ推進班 スタートアップ推進課長 

先端技術産業振興班 先端技術産業振興課長 

自動車・水素産業振興班 自動車・水素産業振興課長 

企業立地班 企業立地課長 

中小企業振興

局 

中小企業経営

支援班 

中小企業経営支援課長 

中小企業技術

振興班 

中小企業技術振興課長 

観光局 観光政策班 観光政策課長 

観光振興班 観光振興課長 

農林水産部 農林水産政策班 農林水産政策課長 

農山漁村振興班 農山漁村振興課長 

食の安全・地産地消班 食の安全・地産地消課長 

団体指導班 団体指導課長 

輸出促進班 輸出促進課長 

福岡の食販売促進班 福岡の食販売促進課長 

園芸振興班 園芸振興課長 

水田農業振興班 水田農業振興課長 

経営技術支援班 経営技術支援課長 

畜産班 畜産課長 

農村森林整備班 農村森林整備課長 
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林業振興班 林業振興課長 

水産局 漁業管理班 漁業管理課長 

水産振興班 水産振興課長 

県土整備部 県土整備総務班 県土整備総務課長 

県土整備企画班 県土整備企画課長 

用地班 用地課長 

道路維持班 道路維持課長 

道路建設班 道路建設課長 

河川管理班 河川管理課長 

河川整備班 河川整備課長 

港湾班 港湾課長 

砂防班 砂防課長 

水資源対策班 水資源対策課長 

建築都市部 建築都市総務班 建築都市総務課長 

都市計画班 都市計画課長 

開発・盛土指導班 開発・盛土指導課長 

建築指導班 建築指導課長 

公園街路班 公園街路課長 

上下水道班 上下水道課長 

住宅計画班 住宅計画課長 

県営住宅班 県営住宅課長 

営繕設備班 営繕設備課長 

会計管理部 会計班 会計課長 

企業部 管理班 管理課長 

教育部 総務班 総務課長 

教育イノベーション推進班 教育イノベーション推進課長 

財務班 財務課長 

教職員班 教職員課長 

施設班 施設課長 

文化財保護班 文化財保護課長 
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高校教育班 高校教育課長 

義務教育班 義務教育課長 

特別支援教育班 特別支援教育課長 

人権・同和教育班 人権・同和教育課長 

体育スポーツ健康班 体育スポーツ健康課長 

社会教育班 社会教育課長 

注 公安部については、公安部長が別に定める。 

別表第三（第十条関係） 

名称 班名 分掌事務 

総合指令部 総括班 一 本部会議に関すること。 

二 各部及び地方本部との連絡調整に関する

こと。 

三 本部の庶務に関すること。 

四 防災会議、政府、他府県その他関係機関

との連絡に関すること。 

五 市町村の災害応急対策についての必要な

指示に関すること。 

六 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二

百二十三号）に基づく諸対策に関するこ

と。 

七 自衛隊の派遣要請及び協力機関の協力要

請に関すること。 

八 災害救助活動及び水防本部活動の実施推

進調整に関すること。 

九 本部及び地方本部の設置又は廃止並びに

配備規模の指定に関すること。 

十 政府、国会、その他関係機関に対する要

望書陳情書等の作成に関すること。 

十一 政府、国会、その他関係機関等の災害

地調査の企画調整に関すること。 

十二 災害時における通信の確保に関するこ
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と。 

十三 気象・水象情報の収集、伝達に関する

こと。 

十四 被害情報の収集及び連絡に関するこ

と。 

十五 緊急初動班、災害対策現地情報連絡

班、災害時緊急派遣チーム、災害情報セン

ター、災害ボランティア班及び臨時の班の

指導に関すること。 

十六 災害資料の作成及び災害記録に関する

こと。 

十七 市町村、消防機関の動員等についての

指示に関すること。 

十八 災害時における危険物の取扱いに関す

ること。 

十九 県防災行政無線の運用管理に関するこ

と。 

二十 災害用諸物資の輸送に関すること。 

二十一 ガス及び火薬災害復旧の技術指導に

関すること。 

二十二 他部の所管に属さないこと。 

広報班 一 テレビ放送、ラジオ放送、新聞発表その

他広報に関すること。 

二 広報車の現地派遣に関すること。 

三 災害写真の撮影、収集及び記録に関する

こと。 

緊急初動班 一 本部又は警戒本部設置後において、総括

班が行う情報の収集及び伝達の応援に関す

ること。 

二 総括班が行う関係機関との連絡調整の応

援に関すること。 
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三 その他本部長が特に命ずる事務に関する

こと。 

災害対策現地情報連絡

班 

一 本部設置後における災害情報の収集等に

関すること。 

二 その他本部長が特に命ずる事務に関する

こと。 

災害時緊急派遣チーム 一 本部設置後における災害応急対策の支援

等に関すること。 

二 その他本部長が特に命ずる事務に関する

こと。 

災害情報センター 一 県民に対する各種情報の提供に関するこ

と。 

災害ボランティア班 一 災害ボランティアに関する情報の収集及

び伝達に関すること。 

二 災害ボランティア活動を行う団体等との

連絡調整に関すること。 

被災者支援チーム 一 被災者の生活再建支援及び事業継続支

援、被災自治体の行政運営支援に関するこ

と。 

総務部 行政マネジメント班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 職員の健康管理に関すること。 

 

法務・県民情報班 一 災害関係文書の浄書、受領及び発送に関

すること。 

人事班 一 職員の動員に関すること。 

二 職員の派遣要請又は派遣受諾及び派遣職

員の身分取扱い等に関すること。 

財政班 一 災害の応急費、災害対策本部等の予算措

置に関すること。 

二 県議会との連絡に関すること。 

税務班 一 災害による県税の猶予及び減免に関する
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こと。 

財産活用班 一 本部の設営に関すること。 

二 庁内の機械、電気及び電話設備の整備に

関すること。 

三 庁用自動車の配車に関すること。 

四 公用財産の応急貸与に関すること。 

五 他課に属しない県有財産の被害調査及び

復旧対策に関すること。 

総務事務厚生班 一 罹災職員に対する諸給付金と貸付に関す

ること。 

二 災害従事職員の公務災害に関すること。 

三 災害対策応急物品の購入・検収の総括に

関すること。 

統計班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

政策企画部 

 

秘書・政策班 一 本部長及び副本部長の秘書に関するこ

と。 

企画総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 大災害時における本部長の特命事項に関

すること。 

デジタル戦略推進班 一 電子計算機及びネットワークの復旧対策

に関すること。 

 

国際局 国際政策班 一 災害時の外国人渉外に関すること。 

二 部内各班の応援に関すること。 

国際交流班 一 災害時の外国人渉外に関すること。 

二 部内各班の応援に関すること。 

東京連絡班 一 国会、中央官庁との連絡折衝及び資料配

付に関すること。 

市町村・地域振興部 地域振興総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 
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二 大災害時における本部長の特命事項に関

すること。 

市町村政策支援班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

市町村行財政支援班 一 罹災市町村の行財政の助言等に関するこ

と。 

生活安全班 一 生活必需物資の需要動向調査及び価格の

安定に関すること。 

空港・

交通政

策局 

 

空港政策班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

空港事業班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

交通政策班 一 災害時における公共交通機関の調整に関

すること。 

二 災害時における公共交通機関の運行状況

の把握及び情報提供に関すること。 

文化局 

 
文化政策班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

九博・世界遺 

産・文化施設班 

一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

人材育成・活躍推進

部 

人材活躍・労働総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

男女共同参画推進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

女性活躍推進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 
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二 部内各班の応援に関すること。 

労働政策局 

 

就業支援班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

職業能力開

発課 

一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

私学振興・

青少年育成

局 

青少年政策

班 

一 公立大学法人の災害対策指導及び災害復

旧に関すること。 

私学振興班 一 私立学校の災害対策指導及び災害復旧に

関すること。 

青少年育成

班 

一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

スポーツ局 
 
 

 
 

 

 

スポーツ企

画班 

一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

スポーツ振

興班 

一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

保健医療介護部 保健医療介護総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 応急救助全般の具体策の樹立及び実施に

関すること。 

ワンヘルス総合推進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

健康増進班 一 被災者の健康管理に関すること。 

二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律に基づく措置入院患者の応急救護及び援

助に関すること。 

三 被災者及び給食施設の栄養指導に関する
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こと。 

がん感染症疾病対策班 一 災害時の防疫に関すること。 

二 防疫資材の準備に関すること。 

三 感染症法に基づく勧告入院患者及び措置

入院患者の応援救護及び援助に関するこ

と。 

生活衛生班 一 災害時における食品衛生に関すること。 

二 と畜場、化製場等の被害調査及び復旧に

関すること。 

三 応急措置を実施するための旅館、飲食店

の施設の管理に関すること。 

四 被災した愛護動物の救護及び逸走した危

険な動物の危害防止に関すること。 

五 火葬場の施設の管理に関すること。 

医療指導班 一 災害時における医療及び助産に関するこ

と。 

二 救護班の編成及び派遣に関すること。 

三 医療関係機関、団体等との連絡に関する

こと。 

四 被災者の応急救護に関すること。 

五 医療関係施設の被害調査及び災害応急復

旧に関すること。 

薬務班 一 災害時における医薬品及び衛生材料の調

達並びに配分に関すること。 

二 薬事関係施設の被害調査及び災害応急復

旧に関すること。 

医療保険班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

高齢者地域包括ケア推

進班 

一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 
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二 部内各班の応援に関すること。 

介護保険班 一 災害救助活動の応援に関すること。 

二 介護老人保健施設及び老人福祉施設の災

害応急復旧に関すること。 

福祉こども政策部 福祉総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 応急救助全般の具体策の樹立及び実施に

関すること。 

三 災害救助法の適用に関すること。 

四 災害救助の市町村指導に関すること。 

五 被災者生活再建支援法の適用に関するこ

と。 

六 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並

びに災害救護資金の貸付に関すること。 

七 福岡県災害見舞金等の交付に関するこ

と。 

八 その他災害救助法に関すること。 

九 公用令書の発行に関すること。 

十 義援金品の出納及び保管に関すること。 

十一 社会福祉施設の災害応急復旧に関する

こと。 

十二 被害地に必要な救助用食糧及び物資、

器材の要求量把握に関すること。 

十三 救助用食糧及び物資、器材の配分計

画、保管並びに出納に関すること。 

こども未来班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

子育て支援班 一 災害救助活動の応援に関すること。 

二 児童福祉施設（保育所、幼保連携型認定

こども園、児童厚生施設）、届出保育施設

の災害応急復旧に関すること。 
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こども福祉班 一 災害救助活動の応援に関すること。 

二 児童福祉施設（保育所、幼保連携型認定

こども園、児童厚生施設以外）の災害応急

復旧に関すること。 

障がい福祉班 一 災害救助活動の応援に関すること。 

二 障がい福祉施設の災害応急復旧に関する

こと。 

保護・援護班 一 罹災者の生活保護に関すること。 

二 罹災者に対する生活福祉資金の貸付け等

に関すること。 

人権・

同和対

策局 

調整班 一 災害救助活動の応援に関すること。 

環境部 環境政策班 一 部内の連絡調整に関すること。 

水・大気環境班 一 災害時における公害対策に関すること。 

脱炭素社会推進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

循環型社会推進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

廃棄物対策班 一 災害地の環境衛生の整備に関すること。 

二 災害時の廃棄物処理の指導に関するこ

と。 

産業廃棄物監視指導班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

自然環境班 一 災害地の自然公園施設に関すること。 

商工部 商工政策班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 応急措置用被服、寝具その他生活必需品

の確保及びあっせんに関すること。 
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三 応急措置を実施するための救助用物資等

の保管命令又は収用命令に関すること。 

スタートアップ推進班 一 貿易関係の災害応急対策に関すること。 

先端技術産業振興班 一 先端技術産業関係の災害応急対策に関す

ること。 

自動車・水素産業振興

班 

一 自動車産業及び水素産業関係の災害応急

対策に関すること。 

企業立地班 一 誘致企業の災害応急対策に関すること。 

中小企

業振興

局 

中小企業経営支

援班 

一 商店街関係の災害応急対策に関するこ

と。 

二 罹災に伴う中小企業者の金融に関するこ

と。 

三 罹災中小企業者の経営指導に関するこ

と。 

中小企業技術振

興班 

一 罹災中小企業者の復旧の技術指導に関す

ること。 

観光局 観光政策班 一 観光関係の災害応急対策に関すること。 

観光振興班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

農林水産部 農林水産政策班 一 部内の連絡調整に関すること。 

農山漁村振興班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

食の安全・地産地消班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

団体指導班 一 農業金融に関すること。 

二 被災農林漁業者に対する農林漁業セーフ

ティネット資金その他災害復旧資金の融資

及びあっせんに関すること。 
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三 農業共済金の早期支払に関すること 

四 農業協同組合の被害対策に関すること。 

輸出促進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

福岡の食販売促進班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

園芸振興班 一 園芸・特用作物及び生産施設の被害の実

態把握に関すること。 

二 応急措置用園芸・特用作物の種苗の補給

に関すること。 

水田農業振興班 一 稲、麦、大豆の被害の実態把握に関する

こと。 

二 救助用米穀の確保及び供給に関するこ

と。 

三 応急措置を実施するための救助用米穀の

保管命令又は収容命令に関すること。 

四 災害により被害を受けた稲、麦及び大豆

の種子の供給に関すること。 

経営技術支援班 一 所管出先機関との連絡に関すること。 

二 農作物の被害状況の収集に関すること。 

三 農作物の技術対策に関すること。 

四 農作物の病害虫防除に関すること。 

畜産班 一 家畜、飼料作物及び畜産施設の被害の実

態把握に関すること。 

二 家畜伝染病の防疫に関すること。 

三 家畜飼料の補給対策に関すること。 

四 応急措置用副食物の確保に関すること。 

農村森林整備班 一 農地及び農業用施設の被害情報の収集及

び応急復旧に関すること。 
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二 部所管の海岸堤防の応急復旧に関するこ

と。 

三 冠水農地の排水に関すること。 

四 部所管の地すべり、土砂崩壊による応急

復旧に関すること。 

五 林道及び山地災害に関する被害情報の収

集及び応急復旧に関すること。 

林業振興班 一 森林・林業関係の被害情報の収集に関す

ること。（林道及び山地災害に関するもの

を除く。） 

二 応急措置を実施するための木材等の保管

命令又は収容命令に関すること。 

三 災害救助に要する燃料用木材及び応急措

置に要する木材の確保に関すること。 

四 災害復旧用林業用種苗の確保及びあっせ

んに関すること。 

五 特用林産物及び生産施設の被害の実態把

握に関すること。 

水産局 漁業管理班 一 応急処置用水産物の確保及びあっせんに

関すること。 

二 応急救助用船艇のあっせんに関するこ

と。 

三 漁船保険金の早期支払及び漁船損害補償

事業の指導並びにあっせんに関すること。 

四 罹災に伴う漁業金融及び漁船・漁具の災

害復旧資金の融資に関すること。 

水産振興班 一 水産共同施設の応急復旧に関すること。 

二 漁港及び漁港区域内海岸の応急復旧に関

すること。 

三 高潮対策に関すること。 

四 災害時における公有水面（漁港区域内の
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海面）に関すること。 

県土整備部 県土整備総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 応急措置についての工作班編成及び派遣

に関すること。 

三 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

県土整備企画班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

用地班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

道路維持班 一 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

二 道路及び橋りょうの応急復旧に関するこ

と。 

三 通行規制の情報に関すること。 

道路建設班 一 道路及び橋りょうの応急復旧工事の応援

に関すること。 

河川管理班 一 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

二 河川の被害調査及び災害応急対策に関す

ること。 

河川整備班 一 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

港湾班 一 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

二 港湾及び海岸の災害応急復旧措置に関す

ること。 

三 災害時における海上輸送航路の啓開に関

すること。 
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砂防班 一 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

二 砂防施設の災害応急復旧措置に関するこ

と。 

三 採石災害復旧の技術指導に関すること。 

水資源対策班 一 総合的な水対策に関すること。 

二 北部福岡緊急連絡管の運用に関するこ

と。 

建築都市部 建築都市総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

都市計画班 一 都市災害の被害情報の収集及び災害対策

に関すること（公園を除く）。 

開発・盛土指導班 一 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する

こと。 

二 被災宅地の危険度判定に関すること。 

建築指導班 一 応急措置を実施するための建築技術者等

に対する従事命令に関すること。 

二 応急仮設建築物の建築基準法適用除外に

関すること。 

三 被災建築物の応急危険度判定に関するこ

と。 

四 被災市街地における建築制限に関するこ

と。 

公園街路班 一 都市公園の災害応急復旧措置に関するこ

と。 

二 街路の災害応急復旧措置に関すること。 

上下水道班 一 福岡県水防計画書の定める水防業務に関

すること。 

二 上下水道の災害応急復旧措置に関するこ

と。 

住宅計画班 一 災害公営住宅に関すること。 

県営住宅班 一 県営住宅の応急修理に関すること。 
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二 応急仮設住宅の建設に関すること。 

三 応急仮設住宅及び公営住宅の供与に関す

ること。 

営繕設備班 一 県有建物の応急修理に関すること。 

二 応急仮施設の建設に関すること。 

三 応急仮設住宅の建設における設備に関す

ること。 

会計管理部 会計班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

企業部 管理班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 県営発電所の災害応急復旧措置に関する

こと。 

三 工業用水道の災害応急復旧措置に関する

こと。 

教育部 総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 事務局職員の動員に関すること。 

三 広報に関すること。 

教育イノベーション推

進班 

一 市町村行財政支援班との連絡調整に関す

ること。 

財務班 一 災害復旧予算に関すること。 

二 罹災者に係る授業料の免除及び就学援助

に関すること。 

教職員班 一 県立学校の教職員及び市町村立学校の県

費負担教職員の確保その他の人事措置及び

服務に関すること。 

二 県立学校の教職員及び市町村立学校の県

費負担教職員の避難に関すること。 

三 職員の保健管理に関すること。 

施設班 一 文教施設設備の災害予防に関すること。 

二 災害に伴う文教施設の応急修理に関する
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こと。 

三 文教施設の災害復旧に関すること。 

文化財保護班 一 文化財の保護に関すること。 

高校教育班 一 県立高等学校並びに県立中高一貫教育校

（以下「県立高等学校等」という。）にお

ける教職員及び生徒に対する防災知識並び

に交通安全についての知識の普及に関する

こと。 

二 県立高等学校等における生徒の避難に関

すること。 

三 県立高等学校等における応急教育の方法

に関すること。 

四 県立高等学校等における生徒に対する教

科書、教材及び学用品の確保に関するこ

と。 

義務教育班 一 市町村立学校における教職員及び児童生

徒に対する防災知識の普及並びに交通安全

についての知識に関すること。 

二 市町村立学校における児童生徒の避難に

関すること。 

三 市町村立学校における応急教育の方法に

関すること。 

四 市町村立学校における教科書、教材の確

保に関すること。 

特別支援教育班 一 県立特別支援学校における教職員及び幼

児児童生徒に対する防災知識並びに交通安

全についての知識の普及に関すること。 

二 県立特別支援学校における幼児児童生徒

の避難に関すること。 

三 県立特別支援学校における応急教育の方

法に関すること。 
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四 県立特別支援学校における幼児児童生徒

に対する教科書、教材の確保に関するこ

と。 

人権・同和教育班 一 本部長が命じた災害対策事務に関するこ

と。 

二 部内各班の応援に関すること。 

体育スポーツ健康班 一 災害復旧の学校環境衛生の指導に関する

こと。 

二 被災学校給食設備の応急修理及び代替施

設の確保に関すること。 

三 被災学校の給食の指導に関すること。 

四 児童及び生徒の保健管理及び保健指導に

関すること。 

五 体育施設及び設備の災害予防並びに災害

復旧に関すること。 

六 体育関係諸団体との連絡に関すること。 

社会教育班 一 社会教育施設及び設備の災害予防並びに

災害復旧に関すること。 

二 社会教育関係諸団体との連絡に関するこ

と。 

三 公益財団法人福岡県教育文化奨学財団奨

学金の緊急募集に関すること。 

注 公安部については、公安部長が別に定める。 

 

別表第四（第十二条関係） 

【地方本部分掌事務】 

班名 分掌事務 

総括班 一 総合司令部総括班が行う現地調査業務の補完及び報告に関するこ

と。 

二 総合司令部総括班が指定した被害の甚大な市町村への情報連絡員

の派遣に関すること。 
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三 総合司令部総括班が行う市町村及び県民からの支援要請に係る情

報収集の補完（現地調査業務を含む。）及び当該収集した情報の総

合司令部総務班への報告に関すること。 

四 その他総務部長が指示した事項に関すること。 

農林班 一 農林関係の災害応急対策に関する指導、連絡及び調整に関するこ

と 

二 救助用食糧の確保及び供給に関すること。 

三 総括班の応援に関すること。 

【出先機関各班分掌事務】 

班名 分掌事務 

保健福祉環境班 

保健福祉班 

一 災害救助法の適用に係る調査報告に関すること。 

二 市町村災害救助活動の指導、連絡及び調整に関すること。 

三 災害救助法に基づく業務命令に関すること。 

四 災害救助物資の調達に関すること。 

五 社会福祉施設の災害応急対策に関すること。 

六 義援物資の受付、出納及び保管に関すること。 

七 災害救助に関する他班との連絡調整に関すること。 

八 医療、助産及び埋葬に関すること。 

九 食品衛生、飲料水等に関すること。 

十 罹災者の栄養指導に関すること。 

十一 防疫及び清掃に関すること。 

十二 救護班の編成及び救護の実施に関すること。 

十三 医療品並びに防疫用薬剤及び資材の調達等に関すること。 

十四 その他保健衛生に関すること。 

県土整備建築班 一 水防活動に関すること。 

二 市町村地域における被害情報の収集並びに県土整備部及び建築都

市部関係班への報告に関すること。 

三 災害時における道路、橋りょう等の交通に関すること。 

四 応急仮設住宅の建設に関すること。 

五 公営住宅の応急対策及び供与に関すること。 

六 応急措置実施のための工作班の編成及び派遣に関すること。 
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七 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

八 その他土木及び建築に関する応急対策に関すること。 

別表第五（第十三条、第十四条関係） 

一 本部配備要員数 

名称 班名 配備要員定数（人） 

第一配備 第二配備 第三配備 第四配備 

総合指令部 総括班 二〇 三〇 四〇 全員 

広報班 一 三 所属職員の

三分の一 

全員 

緊急初動班 必要に応じて要員を配備 七〇 

災害対策現地情報連絡班 必要に応じて要員を配備 

災害時緊急派遣チーム 必要に応じて要員を配備 

災害情報センター 必要に応じて要員を配備 

災害ボランティア班 必要に応じて要員を配備 

小計 二一 三三   

総務部 行政マネジメント班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

法務・県民情報班   所属職員の

三分の一 

全員 

人事班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

財政班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

税務班     所属職員の

三分の一 

全員 

財産活用班  三 所属職員の

三分の一 

全員 

総務事務厚生班   所属職員の

三分の一 

全員 

統計班   所属職員の全員 
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三分の一 

小計  六   

政策企画部 秘書・政策班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

企画総務班    一 所属職員の

三分の一 

全員 

デジタル戦略推進班   所属職員の

三分の一 

全員 

国際局 国際政策班   所属職員の

三分の一 

全員 

国際交流班   所属職員の

三分の一 

全員 

東京連絡班   所属職員の

三分の一 

全員 

小計  二   

市町村・地域

振興部 

地域振興総務班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

市町村政策支援班   所属職員の

三分の一 

全員 

市町村行財政支援班   所属職員の

三分の一 

全員 

生活安全班   所属職員の

三分の一 

全員 

空港・交通政

策局 

空港政策班   所属職員の

三分の一 

全員 

空港事業班   所属職員の

三分の一 

全員 

交通政策班   所属職員の

三分の一 

全員 

文化局 文化政策班   所属職員の全員 
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三分の一 

九博・世界遺

産・文化施設

班 

  所属職員の

三分の一 

全員 

小計  一   

人材育成・活

躍推進部 

人材活躍・労働総務班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

男女共同参画推進班   所属職員の

三分の一 

全員 

女性活躍推進班   所属職員の

三分の一 

全員 

労働政策局 就業支援班   所属職員の

三分の一 

全員 

職業能力開発

班 

  所属職員の

三分の一 

全員 

私学振興・青

少年育成局 

青少年政策班   所属職員の

三分の一 

全員 

私学振興班   所属職員の

三分の一 

全員 

青少年育成班   所属職員の

三分の一 

全員 

スポーツ局 スポーツ企画

班 

  所属職員の

三分の一 

全員 

スポーツ振興

班 

  所属職員の

三分の一 

全員 

小計  一   

保健医療介護

部 

保健医療介護総務班  二 所属職員の

三分の一 

全員 

ワンヘルス総合推進班   所属職員の

三分の一 

全員 
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健康増進班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

がん感染症疾病対策班   所属職員の

三分の一 

全員 

生活衛生班   所属職員の

三分の一 

全員 

医療指導班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

薬務班    所属職員の

三分の一 

全員 

医療保険班    所属職員の

三分の一 

全員 

高齢者地域包括ケア推進班   所属職員の

三分の一 

全員 

介護保険班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

小計  五   

福祉・こども

政策部 

福祉総務班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

こども未来班   所属職員の

三分の一 

全員 

子育て支援班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

こども福祉班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

障がい福祉班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

保護・援護班    所属職員の

三分の一 

全員 

人権・同和対 調整班     所属職員の全員 
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策局 三分の一 

小計 二 五    

環境部 環境政策班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

水・大気環境班    所属職員の

三分の一 

全員 

脱炭素社会推進班     所属職員の

三分の一 

全員 

循環型社会推進班   所属職員の

三分の一 

全員 

廃棄物対策班    所属職員の

三分の一 

全員 

産業廃棄物監視指導班     所属職員の

三分の一 

全員 

自然環境班     所属職員の

三分の一 

全員 

小計  一    

商工部 商工政策班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

スタートアップ推進班   所属職員の

三分の一 

全員 

先端技術産業振興班   所属職員の

三分の一 

全員 

自動車・水素産業振興班   所属職員の

三分の一 

全員 

企業立地班   所属職員の

三分の一 

全員 

中小企業振興

局 

中小企業経営

支援班 

 一 所属職員の

三分の一 

全員 

中小企業技術   所属職員の全員 
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振興班 三分の一 

観光局 観光政策班   所属職員の

三分の一 

全員 

観光振興班   所属職員の

三分の一 

全員 

小計  二   

農林水産部 農林水産政策班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

農山漁村振興班     所属職員の

三分の一 

全員 

食の安全・地産地消班   所属職員の

三分の一 

全員 

団体指導班   所属職員の

三分の一 

全員 

輸出促進班   所属職員の

三分の一 

全員 

福岡の食販売促進班   所属職員の

三分の一 

全員 

園芸振興班  二 所属職員の

三分の一 

全員 

水田農業振興班     所属職員の

三分の一 

全員 

経営技術支援班  二 所属職員の

三分の一 

全員 

畜産班     所属職員の

三分の一 

全員 

農村森林整備班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

林業振興班  一 所属職員の

三分の一 

全員 
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水産局 漁業管理班   一 所属職員の

三分の一 

全員 

水産振興班 一 一 所属職員の

三分の一 

全員 

小計 五 一一   

県土整備部 県土整備総務班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

県土整備企画班  二 所属職員の

三分の一 

全員 

用地班    所属職員の

三分の一 

全員 

道路維持班 八 八 所属職員の

三分の一 

全員 

道路建設班 一 一 所属職員の

三分の一 

全員 

河川管理班 一三 一三 所属職員の

三分の一 

全員 

河川整備班 全員 

港湾班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

砂防班 四 四 所属職員の

三分の一 

全員 

水資源対策班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

小計 三〇 三三   

建築都市部 建築都市総務班  二 所属職員の

三分の一 

全員 

都市計画班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

開発・盛土指導班  一 所属職員の

三分の一 

全員 
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建築指導班   一 所属職員の

三分の一 

全員 

公園街路班   一 所属職員の

三分の一 

全員 

上下水道班 一 一 所属職員の

三分の一 

全員 

住宅計画班   一 所属職員の

三分の一 

全員 

県営住宅班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

営繕設備班   一 所属職員の

三分の一 

全員 

小計 一 一〇    

会計管理部 会計班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

小計  一    

企業部 管理班  一 所属職員の

三分の一 

全員 

小計  一    

合計 五九 一一二   

 

二 地方本部配備要員数 

名称 班名 配備要員定数（人） 

第一配備 第二配備 第三配備 第四配備 

福岡地方本部 

（福岡農林事務所内） 

総括班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

農林班 一 二 

両筑地方本部 

（朝倉農林事務所内） 

総括班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

農林班 一 二 

（合所ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 
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北九州地方本部 

（八幡農林事務所内） 

総括班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

農林班 一 二 

筑豊地方本部 

（飯塚農林事務所内） 

総括班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

農林班 一 二 

筑後地方本部 

（筑後農林事務所内） 

総括班 二  二 所属職員の

三分の一 

全員 

農林班 一 二 

京築地方本部 

（行橋農林事務所内） 

総括班 二 二 所属職員の

三分の一 

全員 

農林班 一 二 

三 出先機関各班配備要員数 

班名 配備要員定数（人） 

第一配備 第二配備 第三配備 第四配備 

筑紫保健福祉環境班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

粕屋保健福祉班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

糸島保健福祉班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

宗像・遠賀保健福祉環境班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

嘉穂・鞍手保健福祉環境班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

田川保健福祉班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

北筑後保健福祉環境班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

南筑後保健福祉環境班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

京築保健福祉環境班  二 所属職員の 

三分の一 

全員 

福岡県土整備建築班 一〇  一五 所属職員の 全員 
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三分の一 

福岡県土整備建築班（前原支所） 一〇 一〇 一五 全員 

福岡県土整備建築班（鳴淵・猪野ダム管理

出張所） 

全員 全員 全員 全員 

福岡県土整備建築班（瑞梅寺ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 

久留米県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

久留米県土整備建築班（藤波ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 

南筑後県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

南筑後県土整備建築班（柳川支所） 一〇 一〇 一五 全員 

直方県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

直方県土整備建築班（力丸・犬鳴ダム管理

出張所） 

全員 全員 全員 全員 

直方県土整備建築班（福智山ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 

京築県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

京築県土整備建築班（行橋支所） 一〇 一〇 一五 全員 

京築県土整備建築班（伊良原ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 

朝倉県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

八女県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

八女県土整備建築班（日向神ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 
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北九州県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

北九州県土整備建築班（宗像支所） 一〇 一〇 一五 全員 

北九州県土整備建築班（ます渕ダム管理出

張所） 

全員 全員 全員 全員 

田川県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

田川県土整備建築班（油木ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 

田川県土整備建築班（陣屋ダム管理出張

所） 

全員 全員 全員 全員 

飯塚県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

那珂県土整備建築班 一〇 一五 所属職員の 

三分の一 

全員 

那珂県土整備建築班（南畑・五ケ山ダム管

理出張所） 

全員 全員 全員 全員 

那珂県土整備建築班（山神・牛頸・北谷ダ

ム管理出張所） 

全員 全員 全員 全員 

苅田港務県土整備建築班 五 五 所属職員の 

三分の一 

全員 

流域下水道県土整備建築班 二 四 所属職員の

三分の一 

全員 

注 

一 教育部及び公安部配備要員数については、部長が別に定める。 

二 配備要員定数には、班長を含まない。 

三 所属職員の三分の一の算定は端数を切り上げる。 

四 小計及び合計には、緊急初動班を含まない。 

五 上記定数とは別に、長期化した際の体制を必要とする場合がある。 

 

別表第六（第十四条関係） 
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部名 班名 連絡員 

総合指令部 広報班 広報課長 

総務部 行政マネジメント班 行政マネジメント課長 

人事班 人事課長 

財政班 財政課長 

政策企画部 企画総務班 企画総務課長 

市町村・地域振興部 地域振興総務班 地域振興総務課長 

人材育成・活躍推進部 人材活躍・労働総務班 人材活躍・労働総務課長 

保健医療介護部 保健医療介護総務班 保健医療介護総務課長 

福祉こども政策部 福祉総務班 福祉総務課長 

環境部 環境政策班 環境政策課長 

商工部 商工政策班 商工政策課長 

農林水産部 農林水産政策班 農林水産政策課長 

県土整備部 県土整備総務班 県土整備総務課長 

建築都市部 建築都市総務班 建築都市総務課長 

会計管理部 会計班 会計課長 

企業部 管理班 管理課長 

教育部 総務班 総務課長 

公安部 警備班 危機管理対策室長 

別表第七（第二十二条関係） 

班名 班長名 

総括班 危機管理課長 

広報班 広報課長 

福祉総務班 福祉総務課長 

農林水産政策班 農林水産政策課長 

道路班 道路維持課長 

河川班 河川管理課長 

砂防班 砂防課長 

別表第八（第二十二条関係） 

班名  配備要員定数（人） 
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総括班 一〇 

広報班 一 

福祉総務班 二 

農林水産政策班 二 

道路班 一 

河川班 一 

砂防班 一 

計 一八 

注 

一 配備要員定数には、班長を含まない。 

二 水防本部が設置された場合には、道路班、河川班及び砂防班の配備要員は水防本

部との兼務職員として配備する。 

別表第九（第二十二条関係） 

【警戒本部分掌事務】 

班名 分掌事務 

総括班 一 警戒本部の会議に関すること。 

二 各部及び警戒地方本部との連絡調整に関すること。 

三 警戒本部の庶務に関すること。 

四 市町村の災害応急対策についての必要な指示に関すること。 

五 災害対策基本法に基づく諸対策に関すること。 

六 自衛隊の派遣要請及び協力機関の協力要請に関すること。 

七 災害救助活動及び水防活動の実施推進調整に関すること。 

八 警戒本部及び警戒地方本部の設置又は廃止に関すること。 

九 災害時における通信の確保に関すること。 

一〇 気象・水象情報の収集、伝達に関すること。 

一一 被害情報の収集及び連絡に関すること。 

一二 市町村、消防機関の動員等についての指示に関すること。 

一三 県防災行政無線の運用管理に関すること。 

一四 災害用諸物資の輸送に関すること。 

一五 他部に属さないこと。 

広報班 一 テレビ放送、ラジオ放送、新聞発表その他広報に関するこ
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と。 

福祉総務班 一 部内の連絡調整に関すること。 

二 応急救助全般の具体策の樹立及び実施に関すること。 

三 災害救助法の適用に関すること。 

四 災害救助の市町村指導に関すること。 

五 被災者生活再建支援法の適用に関すること。 

六 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の

貸付に関すること。 

七 福岡県災害見舞金等の交付に関すること。 

八 その他災害救助法に関すること。 

九 公用令書の発行に関すること。 

農林水産班 一 部内の連絡調整に関すること。 

道路班 一 福岡県の水防計画書で定める水防業務に関すること。 

二 道路及び橋りょうの応急復旧工事に関すること。 

河川班 一 福岡県の水防計画書で定める水防業務に関すること。 

二 河川の被害調査及び災害応急復旧措置に関すること。 

砂防班 一 福岡県の水防計画書で定める水防業務に関すること。 

二 砂防施設の災害応急復旧措置に関すること。 

別表第十（第二十三条関係） 

班名 配備要員定数（人） 

総括班 六名（ただし、情報連絡員を置かない場合は、二名） 

注 

一 配備要員定数は、班長を含まない。 

別表第十一（第二十三条関係） 

（警戒地方本部分掌事務） 

名称 分掌事務 

警戒地方本部

総括班 

一 警戒本部総括班が行う被害情報収集の補完（現地調査業務を含む。）

及び当該収集した情報の警戒本部総括班への報告に関すること。 

二 警戒本部総括班が指定した被害の甚大な市町村への情報連絡員の派遣

に関すること。 

三 警戒本部総括班が行う市町村及び県民からの支援要請に係る情報収集
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の補完（現地調査業務を含む。）及び当該収集した情報の警戒本部総括

班への報告に関すること。 

四 その他警戒本部長が指示した事項に関すること。 
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様式第１号（第１４条関係） 

 

配 備 要 員 名 簿                      

  年  月  日 

〇〇部〇〇班（または〇〇地方本部〇〇班） 

   自宅から 第一配備    第二配備    第三配備    第四配備    

係 名      職 名      氏    名 職場まで     

   の距離(Km) (    人) (    人) (    人) (    人) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

（注）１．（  人）内には、別表第５に規定する配備要員定数を記入する。 

    ２．第１配備から第３配備までの項は、該当するものに〇印を記入する。         

    なお、予備員として約半数を△印にて表示するものとする。 

  



52 

様式第２号（第１４条関係） 

 

配 備 報 告                     

 

  年  月  日 

〇〇部長   氏 名            

（または地方本部長)         

 １．配備の規模     第   配備 

 ２．配備の規模の指示  受領日時   月  日  時  分 

 ３．配備完了日時           月  日  時  分 

 ４．配備の状況 

                                                                                         

 配備要員    

班 名           配備人員      配備完了時分        備 考          

 定 数        
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様式第３号（第１４条関係） 

配 備 要 員 従 事 記 録                                

                                                          年  月  日  

                                                     〇〇部（   または〇〇地方本部） 

                                                   〇〇班長  氏 名             

 職務    １００分の１２５ １００分の１５０   

氏 名        の 号給 月 日 勤 務 時 間        （１００分の１３５）  計 備  考 

 等級    時 間 単   価 金   額 時 間 単   価 金   額   

          円      円      円      円   

             

             

             

             

             

             

計 
            

  （注）１． 「勤務時間」の項は、正規の勤務時間外に勤務した時間を記入すること。  

       なお、休憩等のため勤務を中断した場合における中断後の勤務時間は、欄を改めて記入すること。 

     ２． 時間外勤務手当を請求する場合の提出部数は、２部とする。 

 


